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中村民雄 
 
１．国際組織法・国際機構論 
 
国際組織の定義：「複数国家により、共通の目的達成のために、国際条約に直接基づいて

設立された、固有の常設的な機構」（波多野里望・小川芳彦編『国際法講義（新版増補）』

288頁、横田洋三編『国際組織法』6頁） 
 
比較（分類）のメルクマール 
・ 設立根拠 
・ 目的・活動の範囲（対人・対物管轄事項の範囲、時的期限の有無、地理的適用範囲） 
・ 構成国の数・地域分布 
・ 組織構成 
・ 意思決定の方式・手続 
・ 権限の性質（組織自律権限、構成国・国民との関係での権限、対外権限） 
・ 国際法人格、条約締結権限 
・ 組織としての行動形式（手段）：法的、非法的手段 
 

横田洋三の分類：加盟国数（普遍的←→地域的）、活動目的（一般的←→専門的）、権限（超国家的、

規制的、業務的、政策調整的）（横田 8頁） 
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ECの立法（＋直接効）

設立条約の各国法上の

実施 
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２．地域主義の比較に向けて 
（１）「国際組織法」「国際機構論」の方法的特徴と限界 
 
・ 国家の法主体性が中心的 ―― 個人や団体（営利・非営利）や地方自治体などの法主

体性は周辺的 
・ 国家が所与不変の単位 ―― （国際法と国内法の関係を一元的に捉えようと二元的に

捉えようと、いずれにせよ）国際組織の形成に伴って国家も内部変容する（憲法改正や

新たな憲法慣行の生成など）が、国際組織ごとに国家の変容をもたらす度合いが異なる。

その変容効果の差異は無視しがち。 
・ 実定規範的認識 ―― 不文の規範の存在、慣行（実行）による法形成をどう・どれほ

ど認識しようとするかの問題意識が希薄。 
・ 実定規範的認識 ―― 法的拘束力を伴わない事実行為の累積と相互信頼による国家

間協力関係を「国際組織」と捉えるのか曖昧――例 ASEAN、APEC 
・ ガヴァナンスの視点が強い ― 非国家主体の（競争的）行動（経済利益）、地方自治

体の越境的自治行動は捉えられるのか。 
 
（２）地域主義比較に向けた法学的方法は？ 
 
・ 個人や団体（営利・非営利）や地方自治体などの法主体性 
・ 地域主義の法的制度化の違いが構成国家に法的変容をもたらすかどうか。 
・ 地域主義の法的制度化が他の国際組織や国際協力法体系との法的関係。 
・ 不文の規範の存否、慣行（実行）による法形成 
・ 法的拘束力を伴わない事実行為の累積と相互信頼による国家間協力関係を法的に認識

できるか？（大問題） 
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（３）地域主義比較のメルクマールは？ 
 
対象範囲 経済問題か、安保を含む政治問題まで含むか 
関与主体 国家、自治体、私人・企業… 
法的制度化の程度 法的組織としての自律性（構成国の主権を制限するか）…  
法化された制度構造 意思決定の主体・参加者と手続、組織内の紛争解決方法、組織的決

定の実施形態 
地域的行動を形成し、実現する手段  法が使われるか？どのような法が？政府間の拘束

力のない合意（各国の自発的協力） 
地域的な行動原則  法として表現するか？どんな内容の？ 目的・基本原則・共通価値 
地域的な行動態様 地域外に対して、どれほど一体的な地域として、どれほど法的に提示

するか？第三国との法的関係 構成国の主権的行動、組織的な団体行動へ変化する？ 
地域の固有性をどれほど強調するのか 他の国際組織等との関係を相互補完的と位置づけ

るのか、対立的・競争的と捉えるのか WTO、CoE、NATOなどとの関係 
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